
　高さに関する制限
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道路斜線制限

隣地斜線制限

北側斜線制限
隣地境界線までの水平
距離の1．25倍に5ｍを

加えたもの以下

軒高7ｍ超え
または3階以上
について規制

高さ10ｍ超えに
ついて規制

高さ10ｍ超えに
ついて規制
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日　影　制　限 高さ10ｍ超えについて規制（注意　：　容積率400％の近隣商業地域を除く）

　絶　対　高　さ　制　限　

外　壁　の　後　退　距　離
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前面道路の反対側の境界線から水平距離の1．25倍以下 前面道路の反対側の境界線から水平距離の1．5倍以下

隣地境界線までの水平距離の1．25倍に20ｍを加えたもの以下 隣地境界線までの水平距離の2．5倍に31ｍを加えたもの以下

隣地境界線までの水平距離の
1.25倍に10ｍを加えたもの以下


